
 

 

 

1．事業の目的                                                                       

新型コロナウイルス感染症の影響により増加した商店街の空き店舗を解消し、本市商業の振興を図るた

め、空き店舗の所有者が、店舗規模のミスマッチなどの理由から借り手のつかない状態にある店舗を複数店

舗に分割するための改装に要する経費の一部を補助します。 

 

２．募集期間                                                                       

令和４年（２０２２年）７月１日（金）～ 令和４年（２０２２年）１２月２８日（水）［１７時必着］ 

※土日・祝祭日等を除きます。 

※先着順に受付・審査を行います。 

予算を超える申込があった場合は、上記募集期間内であっても募集を締め切りますのでご了承ください。 

 

３．補助対象となる空き店舗                                                          

次の(1)～(7)のすべての要件を満たす空き店舗が補助対象となります。 

  (1)熊本市内の商店街団体がある地区に所在する店舗であること 

    ⇒熊本市ホームページの商店街マップでご確認ください。 

ご不明な場合は、店舗住所をご確認の上、商業金融課へお尋ねください。 

  (2)店舗と往来可能な道路に面した建物１階部分の店舗であり、店舗間口又は壁面が道路から概ね７ｍ

の範囲内に位置する店舗であること 

  (3)補助金の申込時点において、賃貸物件として募集開始から９０日以上経過している空き店舗である

こと 

  (4)商業施設等のテナント型店舗でないこと 

  (5)未登記の建物でないこと 

  (6)補助対象者所有のものであること 

  (7)建物の共有名義者がいる場合は、全員の同意が得られていること 

 

▼補助対象となる空き店舗のイメージ 
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４．補助対象者                                                                

補助対象となる空き店舗を所有する中小企業者が対象となります。 

 

ただし、次に該当する場合は、補助対象となりません。 

□ 市税の滞納がある場合（新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けて

いる者は除く。） 

□ 政治活動又は宗教活動を行う場合 

□ 熊本市暴力団排除条例（平成２３年条例第９４号）第２条第１号から第３号までの規定に該

当する場合 

 

５．補助対象経費、補助率等                                                        

【１】補助対象経費  

  原則、令和５年３月３１日までに改装工事及び支払が完了する次の経費が補助対象となります。 

  ※令和５年３月３１日までに完了しないことが見込まれる場合は、申込前にご相談ください。 

(1) 既存店舗を複数店舗に分割するための改装費（壁、天井、床、ドア、窓部分の工事、給排水工事、

電気工事、ガス工事に限る。） 

(2) 上記(1)に伴う火災報知器や誘導灯など建築基準法、消防法に基づく設備 

(3) 上記(1)に伴う既存設置物の処分費 

(4) 上記(1)に伴う設計費 

 

上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。 

(1) 設備(建築基準法、消防法に基づく設備を除く。)、備品、消耗品の購入・設置に係る費用 

(2) 交付決定前に契約または着工している改装費 

(3) 建築基準法、消防法その他法令に違反する改装費 

(4) 消費税及び地方消費税 

(5) 国、県その他の団体の補助又は熊本市の他の補助制度において補助を受けている場合の 

同一補助対象経費 

 

 

【２】補助率・補助限度額  

上記補助対象経費の２分の１以内（補助限度額３００万円） 

※補助金額の算出において、千円未満の端数は切り捨てとします。 

  ※補助率、補助限度額を超える部分は、申込者の負担となります。 

 

  



 

６．交付の条件                                      

     

 

 

(1) 遅くとも交付確定の日から３０日以内に入居者の募集を開始すること。 

   ⇒「交付確定の日」とは、「７．申込のながれ」にある「交付額の確定・通知」の日を指します。 

(2) 交付確定の日から１年未満で入居者の募集を中止しないこと(入居者が決定した場合はこの限り

ではない。)。 

(3) 交付申込書に記載した事項を変更しようとするとき（軽微な変更をしようとするときを除く。）は、

あらかじめ市長の承認を受けること。 

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに

市長に報告して、その指示を受けること。 

(5) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。 

(6) 補助事業が完了したときは、当該年度の３月３１日までに、市長に対し所定の実績報告を行うこと。 

(7) 補助金の額の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協

力すること。 

(8) 補助金の支払の請求は、その額の確定後、別に指定する期限までに所定の請求書により行うこと。 

(9) 補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの帳簿及び書

類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管すること。 

(10) 補助金を他の用途に使用しないこと。 

(11) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）は、取得し、又

は効用の増加があったときから２年間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 

(12) 市長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は

一部を市に納付させることがあること。 

(13) 取得財産等は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、そ

の効率的な運営を図らなければならないこととし、当該管理運営について市長が調査をするときは、

これに協力すること。 

(14) 前各号に掲げるもののほか、法令その他市長が必要があると認め指示する事項を遵守すること。 

 

7．補助金等の返還                                      

(1) 補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認めた場合

は、この決定を取り消し、又は補助決定額を減じることがある。この場合において、既に交付され

た補助金があるときは、その返還及び補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ年 10.95

パーセントの割合で計算した違約加算金を請求する。 

(2) 前項に規定する請求に応じた補助金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払

うべき他の補助金等があるときは、当該他の補助金等の交付を一時停止することがある。 

 

  

交付の条件に違反した場合、補助金を返還していただくことがあります。 



 

８．申込のながれ                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．申込方法                                      

 

【提出書類】 

□熊本市新型コロナウイルス感染症緊急空き店舗対策事業費補助金に係る交付申込書（様式第１号） 

□事業計画書（様式第２号－２） 

□空き店舗の位置図（様式第３号） 

□誓約書及び同意書（様式第４号-１） 

□（空き店舗の共有名義者がいる場合）同意書（様式第４号-２） 

□代表者・役員等名簿及び照会承諾書（様式第５号） 

□空き店舗の改装に係る図面 

□空き店舗の改装に係る経費の工事内訳及び工期を明記した２者以上の見積書の写し 

□空き店舗の現状（着工前の内観・外観）の写真 

□空き店舗と往来が可能な道路と店舗の位置関係が分かる写真 

□直近の確定申告書（個人事業主）又は決算書（法人）の写し 

□空き店舗の登記事項証明書の写し 

 

※申込書の各様式は、熊本市ホームページよりダウンロードしてください。 

※提出書類は、提出前にコピーし、控えとしてお持ちください。 

書類不備や不足の電話連絡や、補助金交付決定後にご提出いただく実績報告書類の作成時に必要と

なります。 
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改装完了後、30日以内に提出 
※ 必要書類が不備・不足なく提出されてから要する 

おおよその期間です。申込状況等により異なります。 



 

 

 

 

申込書の記載方法がご不明な場合は、くまもと森都心プラザ内のビジネス支援センターで 

中小企業診断士が無料で書き方をアドバイスします。是非ご活用ください。 

  

 くまもと森都心プラザ２F 

 ビジネス支援施設 XOSS POINT. 

  場所：熊本市西区春日１丁目１４-１ 

  お問い合わせ：０９６－３５５－７４０２ 

  受付時間：平日・土曜日 １０：００～１９：００ 

       日曜・祝日  １０：００～１７：００ 

   

 

 

 

 

１０．提出先・お問合せ先                                

  熊本市経済観光局 商業金融課  

〒８６０－８６０１   熊本市中央区手取本町１番１号 

   ＴＥＬ：０９６－３２８－２４２４    ＦＡＸ：０９６－３２４－７００４ 

 

  ⇒熊本市ホームページにＱ＆Ａを掲載しています。 

   電話回線が混雑することが見込まれますので、お問い合わせ前にご一読ください。 

 

詳しくは、 

熊本市ホームページを 

ご確認ください。 

相談無料♪ 


